
女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

１・ 計画期間 平成２８年１０月 １日 ～ 平成３３年 ７月３１日

２・ 内容

《目標》 男女の平均勤続年数の差異を２年未満とする。

《対 策》 ・ 定期的に意識調査（職場風土やハラスメント等）を行い、女性が継続して

働きやすい職場づくりを考える。

・ 利用可能な両立支援制度を周知し、相談できる窓口をつくる。
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